
2023 年 12 月 7 日付で、Swiss-Asia Financial Services Pte. Ltd.より関東財務局⾧に提出された大量

保有報告書（変更報告書）No.2 を金融庁の EDINET（金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の

開示 書類に関する電子開示システム）にて確認した結果、以下のとおり、当社の主要株主の異動を

確認いたしました。  

 

２．異動した株主の概要 

Swiss-Asia Financial Services 

Pte. Ltd.

※1．異動前の総株主の議決権の数に対する割合は、2023 年 9 月 30 日現在の総議決権数 13,502 個

を基準に算出しております。 

  異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、上記の総議決権数 13,502 個 から 10 月 1 日から



11 月 30 日までに取得した自己株式にかかる議決権数 1 個を控除した 13,501 個を基準に算出してお

ります。 

 ・2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 1,581,250 株  

 

※2．当該異動について、当社として議決権の有無の確認ができたわけではありませんが、提出され

た大量保有報告書（変更報告書）に基づき、議決権を有するものとして主要株主に該当すると判断し、

開示しております。なお、大株主順位は確認できておりませんので記載しておりません。 

 

４．今後の見通し  

本件による、当社業績への影響はありません。  

 

以上 


